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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９５７） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税等更正処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（藤沢税務署長） 

 令和６年３月１３日棄却・控訴 

 

    判    決 

 原告           Ａ 

 同訴訟代理人弁護士    香月 裕爾 

 同            小林 多希子 

 同訴訟復代理人弁護士   小野 太郎 

 同            江口 響 

 被告           国 

 同代表者法務大臣     小泉 龍司 

 処分行政庁        藤沢税務署長 

              白田 徳秀 

 被告指定代理人      別紙１「指定代理人目録」記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    以下では、納付すべき税額が増加する方向（還付金がある場合に、その額に相当する金額が

減少する方向）をプラス、納付すべき税額が減少する方向（還付金がある場合に、その額に

相当する金額が増加する方向）をマイナスとみて、ある金額よりもプラス方向の部分を「超

える部分」と表現する。 

    また、以下の各更正処分を「本件各更正処分」、各賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」、

これらを併せて「本件各処分」とそれぞれいい、特定の年分のものについて言及する場合に

は、「平成〇年分更正処分」、「平成〇年分賦課決定処分」などというとともに、所得税及び復

興特別所得税を「所得税等」という。 

  １ 藤沢税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした平成２８年分の所得税等の各更

正処分のうち総所得金額１億１６６３万３６１７円及び納付すべき税額マイナス１８９万７

６３２円を超える部分並びに上記各更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分のうち納

付すべき税額４７７万円を超える部分を取り消す。 

  ２ 藤沢税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした平成２９年分の所得税等の各更

正処分のうち総所得金額１億６９３万９８７５円及び納付すべき税額マイナス３６３万７６

１７円を超える部分並びに上記各更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分のうち納付

すべき税額８１万３５００円を超える部分を取り消す。 



2 

 

  ３ 藤沢税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした平成３０年分の所得税等の各更

正処分（ただし、令和３年１２月１日付け再調査決定によりその一部が取り消された後のも

の）のうち総所得金額３６７３万４６２０円及び納付すべき税額マイナス３３５３万５４０

４円を超える部分並びに上記各更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、上

記再調査決定によりその一部が取り消された後のもの）のうち納付すべき税額１万６０００

円を超える部分を取り消す。 

  ４ 藤沢税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした令和元年分の所得税等の各更正

処分のうち総所得金額９５６１万５８８８円及び納付すべき税額マイナス６４９万５６３１

円を超える部分並びに上記各更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、令和

４年１２月１４日付け裁決によりその一部が取り消された後のもの）のうち納付すべき税額

６万１５００円を超える部分を取り消す。 

 第２ 事案の概要等 

  １ 事案の要旨 

  （１）原告は、平成２９年から令和元年までの間、株式会社Ｃ（以下「Ｃ社」という。）を介し

て、太陽光発電に係る土地の取得、設備の設置、発電、売電（電力を有償で小売電気事業者

に供給すること。以下同じ。）等に向けた一連の取組（以下、併せて「本件各取組」という。）

を行っていたところ、その間、本件各取組により事業として太陽光発電を行っていたとの認

識の下、平成２９年分から令和元年分までの各年分（以下「本件各年分」という。）の所得

税等の確定申告において、本件各取組に係る所得を事業所得として申告する一方で、本件各

取組の全部又は一部の設備資金の借入金に係る支払利息（以下「本件借入利息」という。）

及び支払手数料（以下、これらを併せて「本件借入利息等」という。）を本件各取組に係る

事業所得の必要経費に算入するとともに、本件各取組に関して取得した損害賠償請求権（以

下「本件損害賠償請求権」という。）に係る貸倒引当金繰入額（以下「本件貸引繰入額」と

いい、本件借入利息等と併せて「本件各費用」という。）を平成３０年分の本件各取組に係

る事業所得の必要経費に算入したところ、藤沢税務署長は、本件各取組は事業所得を生ずべ

き「事業」（所得税法２７条１項）に該当しないとして、本件各費用を原告の事業所得の必

要経費に算入することを否認し、原告に対し、これに伴う所得税等の各更正処分をするとと

もに、過少申告加算税の各賦課決定処分をした。 

  （２）本件は、原告が、本件各取組は事業所得を生ずる「事業」（所得税法２７条１項）に該当

し、かつ、本件各費用は本件各取組に係る事業所得から控除されるべき必要経費に該当する

との前提に立ち、本件各年分における原告の事業収入はいずれも０円であったから、本件各

年分の原告の事業所得としては、対応する年分の本件各費用相当額のマイナスが計上されな

ければならないとした上で、本件各年分の原告の事業所得をいずれも０円として総所得金額

及び納付すべき金額を計算した本件各処分（ただし、以下では、平成３０年分更正処分及び

平成３０年分賦課決定処分については、再調査審理庁が令和３年１２月１日付けでした調査

決定により、令和元年分賦課決定処分については、国税不服審判所長が令和４年１２月１４

日付けでした裁決により、それぞれ一部取り消された後のものをいう。）には「事業」の解

釈適用を誤った違法があると主張して、本件各処分のうち前記第１記載の各部分の取消しを

求める事案である。 

  ２ 前提事実（当事者間に争いがない事実、掲記の証拠により容易に認められる事実及び当裁判
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所に顕著な事実） 

  （１）原告その他の関係者 

    ア 原告及びその関係会社 

    （ア）原告は、本件各年において、不動産の管理、賃貸等を主たる事業とするＤ株式会社

（以下「Ｄ」という。）の取締役として稼働するとともに、不動産の管理等を主たる事

業とする株式会社Ｅ（以下「Ｅ社」といい、Ｄと併せて「関係会社」という。）の代表

取締役として稼働していた（甲３０）。 

    （イ）原告は、平成２８年分の給与収入として１億１８００万円を、平成２９年分の給与収

入として１億８００万円を、平成３０年分の給与収入として１億３００万円を、令和元

年分の給与として９６００万円を、それぞれ得ていた（甲２９の１～４。乙１の１～

４）。 

    イ Ｃ社及びＦ 

    （ア）Ｃ社は、太陽光発電システム等の販売、設置、施行、管理、保守等を主たる事業とす

る平成２５年に設立された法人であるが、平成３１年２月、Ｃ社についての破産手続が

開始された（弁論の全趣旨）。 

    （イ）Ｆ（現在の氏名はＧ。以下「Ｆ」という。）は、Ｃ社の代表取締役として、後記（２）

の原告又は関係会社とＣ社との間の契約を締結した後、令和３年１０月、架空の太陽光

パネルの設置を持ち掛けて工事代金を騙し取ったとの嫌疑により逮捕され、その後、公

訴を提起された（弁護の全趣旨）。 

  （２）原告又は関係会社の太陽光発電の取組の状況 

    ア Ｄによる長崎県東彼杵郡●●における太陽光発電の取組（以下「Ｈ案件」という。）の

状況 

    （ア）Ｄは、平成２６年４月２５日、Ｃ社との間で、Ｈ案件の実施のため、Ｃ社から太陽光

パネル及び関連資材等を買い受けるとともに、太陽光パネルの設置運営に関する有償の

アドバイザリーサービスを受ける旨の契約を締結した（甲７の２）。 

    （イ）Ｄは、上記（ア）の契約に基づきＣ社から買い受けた太陽光パネル等を用いてＨ案件

に係る発電所（以下「Ｈ発電所」という。）を建設し、平成２７年１月３０日、Ｉ株式

会社との間で、同日以降、Ｈ発電所の発電設備と同社の電力供給設備との連系を開始す

る旨の契約を締結した後、現在に至るまで、Ｈ発電所における太陽光発電により生じた

電力を同社に継続的に売却し、同社から定期的に売電収入を得ている（甲８、３１）。 

    イ Ｅ社による福島県白河市における太陽光発電の取組（以下「Ｊ案件」といい、Ｇ案件と

併せて「関係会社案件」という。）の状況 

    （ア）Ｅ社は、平成２８年６月１７日、Ｃ社との間で、Ｊ案件の実施のため、Ｃ社から既存

の発電所（以下「Ｊ発電所」という。）及びその敷地利用権を買い受ける旨の契約を締

結した（甲９）。 

    （イ）Ｅ社は、上記（ア）の契約の締結後、Ｋ株式会社との間で、Ｊ発電所の発電設備と同

社の電力供給設備との連系を開始する旨の契約を締結し、その後、現在に至るまで、Ｊ

発電所における太陽光発電により生じた電力を同社に継続的に売却し、同社から定期的

に売電収入を得ている（甲３２の１及び２）。 

    ウ 原告による千葉県山武市における太陽光発電の取組（以下「Ｌ案件」という。）の状況 
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    （ア）原告とＣ社との間で締結された契約の内容 

       ａ 原告は、平成２７年５月３１日、Ｃ社との間で、Ｌ案件の実施のため、Ｃ社から

太陽光パネル及び関連資材等を買い受けるとともに、太陽光パネルの設置運営に関

する有償のアドバイザリーサービスを受ける旨の契約を締結した（甲１０）。 

       ｂ 原告は、平成２７年８月５日、Ｃ社との間で、Ｌ案件の実施のため、第三者の所

有する千葉県山武市●●ないし●●所在の土地（以下、併せて「Ｌ土地」という。）、

Ｌ土地上に設置予定とされる太陽光発電設備（設備ＩＤ：●●●●、認定日：平成

２５年２月２２日、発電出力：５００ｋＷ。以下「Ｌ設備」という。）及びＬ設備

に係る発電事業者としての地位を購入する旨の契約を締結した（甲１１）。 

       ｃ 原告は、平成２９年１１月頃、Ｃ社からＬ設備の増設工事の提案を受け、Ｃ社を

介して同提案に係る増設工事をする旨の契約を締結した（甲１６、乙２の１及び

２）。 

    （イ）Ｌ土地及びＬ設備の状況 

       ａ Ｌ土地に係る全部事項証明書の「権利部（甲区）（所有権に関する事項）」欄によ

れば、令和２年１１月１９日時点で、Ｌ土地について原告名義への所有権移転登記

手続はされていない（乙６〔４～１２頁〕）。 

       ｂ 資源エネルギー庁の「事業計画認定情報 公表用ウェブサイト ２０２０年８月

３１日時点」（以下「エネ庁ウェブサイト」という。）においては、Ｌ設備と設備Ｉ

Ｄ（●●●●）、設置所在地（千葉県山武市●●地）及び認定日（平成２５年２月

２２日）が同じ太陽光発電設備の情報が公開されているところ、同情報によれば、

同太陽光発電設備の発電事業者は「株式会社Ｍ」であり、廃棄費用の積立状況は

「運転開始前」であるとされている（乙８〔８、１０頁〕）。 

       ｃ 令和２年１２月７日時点において、Ｌ土地はススキに覆われている状態であり、

Ｌ設備はＬ土地上に存在しなかった（乙９）。 

    エ 原告による千葉県香取市における太陽光発電の取組（以下「Ｎ案件」という。）の状況 

    （ア）原告とＣ社との間で締結された契約の内容 

       ａ 原告は、平成２７年１２月２４日、Ｃ社との間で、Ｎ案件の実施のため、千葉県

香取市●●及び●●所在の各土地（以下、併せて「Ｎ土地」という。）、Ｎ土地上の

太陽光発電設備（設備ＩＤ：●●●●、認定日：平成２６年１２月８日、発電出

力：２５０ｋＷ。以下「Ｎ設備」という。）及びＮ設備に係る発電事業者としての

地位を購入する旨の契約を締結した（甲１３）。 

       ｂ 原告は、平成２９年１１月頃、Ｃ社からＮ設備の増設工事の提案を受け、Ｃ社を

介して同提案に係る増設工事をする旨の契約を締結した（甲１７、乙４の１及び

２）。 

    （イ）Ｎ土地及びＮ設備の状況 

       ａ Ｎ土地に係る全部事項証明書の「権利部（甲区）（所有権に関する事項）」欄によ

れば、令和２年１１月１９日時点で、Ｌ土地について原告名義への所有権移転登記

手続はされていない（乙６〔２２～２５頁〕）。 

       ｂ エネ庁ウェブサイトにおいては、Ｎ設備と設備ＩＤ（●●●●）、設置所在地

（千葉県香取市●●）及び認定日（平成２６年１２月８日）が同じ太陽光発電設備
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の情報が公表されているところ、同情報によれば、同太陽光発電設備の発電事業者

は「Ｏ株式会社」であり、廃棄費用の積立状況は不明であるとされている（乙８

〔８、３６頁〕）。 

       ｃ 令和２年１２月７日時点において、Ｎ設備はＮ土地上に存在していたものの、前

記（ア）ｂの増設工事に係る設備はＮ土地上に存在していなかった（乙９）。 

    オ 原告による静岡県熱海市における太陽光発電の取組（以下「Ｐ案件」という。）の状況 

    （ア）原告とＣ社との間で締結された契約の内容 

       原告は、平成２９年１２月頃、Ｃ社との間で、Ｐ案件の実施のため、静岡県熱海市●

●所在の土地（以下「Ｐ土地」といい、Ｌ土地及びＮ土地と併せて「本件各土地」とい

う。）、Ｐ土地上にあるとされる太陽光発電設備（設備ＩＤ：●●●●、変更認定日：平

成２７年３月２４日、発電出力：５００ｋＷ。以下「Ｐ設備」といい、Ｌ設備及びＮ設

備と併せて「本件各設備」という。また、本件各設備、本件各設備に係る各発電事業者

としての地位及び本件各土地を併せて「本件各設備等」という。という。）及びＰ設備

に係る発電事業者としての地位を購入する旨の契約を締結した（甲１５、３０、乙５

〔１枚目〕）。 

    （イ）Ｐ土地及びＰ設備の状況 

       ａ Ｐ土地に該当する地番の土地は存在しない（乙７）。 

       ｂ エネ庁ウェブサイトにおいては、Ｐ設備と同じ設備ＩＤ（●●●●）の太陽光発

電設備の登録情報は存在しない（乙８〔２、３、８、３９及び４０頁〕）。 

  （３）本件各費用 

    ア 本件借入利息等 

    （ア）原告は、平成２７年６月２９日、本件各取組の全部又は一部の設備資金として、株式

会社Ｑ銀行から８８００万円を借り受け（以下、同８８００万円に係る借入れを「本件

借入れ」という。）、その後、これを分割返済している（甲２０の１及び２、２１）。 

    （イ）原告は、株式会社Ｑ銀行に対し、別紙２「本件借入利息一覧」記載のとおり、上記

（ア）の借入金の利息（本件借入利息）を支払うとともに、平成２８年において、上記

（ア）の借入金の元金又は利息の支払手数料として５００円を支払った（同支払手数料

と本件借入利息を合計したものが本件借入利息等である。当事者間に争いがない。）。 

    イ 本件貸引繰入額 

    （ア）ａ 原告は、Ｃ社に対し、本件各取組についてＣ社との間で締結した各種の契約に基

づき、各種の報酬又は費用として、別紙３「Ｃ社への支払額及びＣ社からの入金額

一覧」の「１」から「３」までに記載のとおり、合計４億２３０９万６０００円を

支払った（以下、同額を「Ｃ社への支出額」という。当事者間に争いがない。）。 

       ｂ 原告は、Ｃ社から、本件各取組についてＣ社との間で締結した各種の契約に基づ

き、Ｃ社を介して受領することとされていた本件各設備に係る売電収益金として、

別紙３「Ｃ社への支払額及びＣ社からの入金額一覧」の「４」記載のとおり、合計

２億５７２万９７１２円を受領した（以下、同額を「Ｃ社からの受領額」という。

当事者間に争いがない。）。 

    （イ）ａ 原告は、平成３０年８月頃から、Ｃ社の代表取締役であるＦと連絡が取れなくな

り、Ｃ社を介して受領することとなっていた本件各設備に係る売電収益金の振込入
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金もされなくなったことから、本件各土地及び本件各設備の状況を確認したところ、

Ｌ土地については、Ｃ社がこれを取得したことはなく、原告への所有権移転登記手

続も行われていなかったこと、Ｎ土地及びＮ設備に係る発電事業者としての地位は

Ｃ社から第三者に譲渡されていたこと及びＰ土地については、これに対応する地番

が存在しないことを知るに至った（弁論の全趣旨）。 

       ｂ 原告は、上記ａの事実を受け、本件各取組に係る原告とＣ社との間における各種

の契約に基づきＣ社が原告に対して負う債務がＣ社の履行不能により消滅し、これ

によって、Ｃ社への支払総額からＣ社からの受領総額を控除した残額である２億１

７３６万６２８８円分の損害を被ったため、Ｃ社に対して債務不履行を理由とする

同額分の損害賠償請求権（本件損害賠償請求権）を取得したものと考えた（弁論の

全趣旨）。 

    （ウ）ａ Ｅ社は、平成３０年１２月２０日、横浜地方裁判所に対し、Ｃ社についての破産

手続開始の申立てを行い、横浜地方裁判所は、平成３１年２月●日、Ｃ社について

の破産手続を開始する旨の決定をした（弁論の全趣旨）。 

       ｂ 原告は、上記ａの事実を受け、本件損害賠償請求権の貸倒引当金として、その１

００分の５０に相当する金額以下である６６４０万１１６７円を繰り入れることと

した（同貸倒引当金の繰入額が本件貸引繰入額である。弁論の全趣旨）。 

  （４）本件訴訟に至る経緯 

    ア 確定申告 

    （ア）原告は、藤沢税務署長に対し、本件各年分の所得税等について、別表１ないし４の各

「確定申告」欄のとおり記載した確定申告書をいずれも法定申告期限内に提出した（甲

２９の１ないし４、乙１の１ないし４。以下、これらの確定申告を併せて「本件各確定

申告」といい、本件各確定申告に係る申告書を「本件各確定申告書」という。また、特

定の年分のものについて言及する場合には、「平成○年分確定申告」、「平成○年分確定

申告書」などという。）。 

    （イ）原告は、本件各確定申告に際し、本件各取組が「事業」（所得税法２７条１項）に該

当することを前提に、本件各取組に係る所得を事業所得として計上した上で、本件借入

利息等が「所得の生ずべき業務について生じた費用」（同法３７条１項）であり、本件

貸引繰入額が「事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これら

に準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの」に係る貸倒引当金繰入額（同法５２

条１項本文）であるとして、本件各費用を上記事業所得の必要経費（同法２７条２項）

に算入した（以下、本件各確定申告において採られたこのような税務上の処理を「本件

税務処理」という。）。 

    イ 本件各処分 

      藤沢税務署長は、原告の本件各年分の所得税等について、本件各取組が「事業」（所得

税法２７条１項）に該当しないことを前提として、そうである以上、本件各取組に係る所

得は事業所得に該当せず、事業所得の計算上、本件各費用を必要経費に算入することがで

きないなどとして、原告に対し、令和３年３月２６日付けで本件各処分をした（甲１ない

し４。別表１ないし４〔各「更正処分等」欄〕。以下、本件各処分のうち、本件税務処理

を否認した部分を「本件否認部分」という。）。 
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    ウ 再調査請求 

      原告は、再調査審理庁（藤沢税務署長）に対し、令和３年６月２５日、本件税務処理を

前提として、本件各処分の一部の取消しを求めて再調査の請求をしたところ（甲５〔１

頁〕、別表１ないし４〔各「再調査請求」欄〕）、再調査審理庁は、令和３年１２月１日付

けで、平成３０年分の不動産所得の金額に誤りがあるとして、平成３０年分更正処分及び

平成３０年分賦課決定処分の各一部を取り消す一方で、本件各処分のうち本件否認部分に

ついてはこれを是認し、上記取消部分以外の部分に係る原告の請求を棄却する旨の決定を

した（甲５。別表１ないし４〔各「再調査決定」欄〕）。 

    エ 審査請求 

      原告は、国税不服審判所長に対し、令和３年１２月２９日、本件税務処理を前提として、

上記ウの決定を経た後の本件各処分の一部の取消しを求めて審査請求をしたところ（甲６

〔６頁〕、別表１ないし４〔各「審査請求」欄〕）、国税不服審判所長は、令和４年１２月

１４日付けで、本件各年分の過少申告加算税の額の計算に誤りがあるとして、令和元年分

賦課決定処分の一部を取り消す一方で、本件各処分のうち本件否認部分についてはこれを

是認し、上記取消部分以外の部分に係る原告の審査請求を棄却する旨の裁決をした（甲６

〔１頁〕、別表１ないし４〔各「裁決」欄〕）。 

  （５）本件訴えの提起 

     原告は、令和５年６月１６日、本件訴えを提起した。 

  ３ 本件各処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

    後記５に記載するもののほか、別紙４「本件各処分の根拠及び適法性」に記載のとおりであ

る（なお、同別紙で定める略称等は、以下においても用いることとする。）。 

  ４ 争点 

    本件各取組は「事業」（所得税法２７条１項）に該当するか否か 

  ５ 争点に関する当事者の主張 

   （被告の主張） 

  （１）一定の経済的行為が事業所得を生ずる「事業」（所得税法２７条１項）に該当するという

ためには、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継

続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務でなければならず、事業とし

ての社会的客観性を具備し、客観的にみて、相当程度の期間、継続的かつ安定的に対価性を

有する収益を得られる可能性を有していなければならない。 

  （２）しかるに、原告は、本件各設備等を取得しておらず、本件各設備等を利用した発電や売電

も行われなかったのであるから、本件取組は、「事業」（所得税法２７条１項）としての社会

的客観性を具備しておらず、客観的にみて、売電収益という対価性を有する収益を得られる

可能性を有していなかったものといわざるを得ない。 

  （３）したがって、本件各取組は、事業所得を生ずべき「事業」（所得税法２７条１項）に該当

しない。 

   （原告の主張） 

  （１）以下の事情からすると、本件各取組は、そのスキームの内容に照らし、「事業」（所得税法

２７条１項）に該当する。 

    ア 出力量５０キロワット以上の全量売電を行う太陽光発電事業は、「事業」に該当すると
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ころ、本件各取組のスキームは、本件各設備等を利用して出力量５０キロワット以上の全

量売電を行うというものであった。 

    イ Ｃ社が原告との間の各種契約における債務を履行していたならば、原告は、本件各設備

等を取得の上、相当程度の期間、継続的かつ安定的に本件各設備等を利用して売電収益を

得ていた。このことは、関係会社案件においては継続的かつ安定的に売電収益が生じてい

ること、Ｌ案件に係る設備資金としてＱ銀行から借入れ（本件借入れ）をした際に、Ｌ案

件は、Ｑ銀行内の融資審査において、確実に収益を見込めるものと評価されたことなどか

らも明らかである。 

    ウ なお、本件各取組のスキームを構築したり、用地の取得や設備の設置工事等を原告から

受託して行ったりしていたのはＣ社であるが、本件各取組を行うか否かを決めたのも、必

要な資金を拠出したのも原告であるから、本件各取組が原告の事業であることに変わりは

ない。 

  （２）以下の事情からすると、本件各取組がＣ社の債務不履行により途中で頓挫したからといっ

て、本件各取組に係る「事業」（所得税法２７条１項）が開始していなかったと解すること

はできない。 

    ア 国税庁の取扱いによれば、個人事業の開業届出は、事業を開始した場合に提出しなけれ

ばならないとされており、当該事業から収益を得られる可能性が現実化しなければ同届出

を提出しなくてもよいとはされていない。 

    イ 太陽光発電事業においては、発電設備の設置場所、設置工事の発注先、設備取得のため

の資金調達等を検討の上、決断し、決断した内容を実行することが事業遂行上の重要な行

為であるから、これらの行為があれば、「事業」は開始しているということができるとこ

ろ、原告は、本件各設備等の取得のための資金として、本件借入れを行い、その元本の返

済のほか、本件借入利息等を支払っているのであるから、既に本件各取組に係る事業を開

始していることは明らかである。 

  （３）なお、関係会社案件や他の太陽光発電事業を開始した個人事業主とは異なり、本件各取組

についてだけ「事業」（所得税法２７条１項）に該当しないものとして扱うことは、法の下

の平等（憲法１４条１項）に抵触する恣意的な扱いであって許されない。 

    ア 関係会社案件の資金を原告本人が拠出していた場合には、関係会社案件に係る太陽光発

電事業は原告本人の「事業」に該当していたはずであるし、この場合には、本件各取組は

関係会社案件と共に、Ｃ社を介して同様に取り組まれた原告の太陽光発電「事業」として、

一体的に捉えられていたはずであるところ、実際には、関係会社案件も本件各取組も原告

の判断により行われ、原告は、これらの案件を一体のものとして捉えていた。そうすると、

単に出捐者が違うというだけで、関係会社案件に係る取組が事業に該当する一方で、本件

各取組が事業に該当しないというのは、結論として明らかに不合理である。 

    イ 原告以外にも、太陽光発電事業を開始した相当数の個人事業主がおり、その中には、工

事業者等の債務不履行により、企図した太陽光発電設備等の全部又は一部を取得すること

ができなかった者もいるはずであるところ、被告において、これらの者に対し、太陽光発

電設備等を取得することができなったという理由により、それらの者の取組を一律に「事

業」に該当しないと判断しているとは到底考えられない。 

  （４）したがって、本件取組は、事業所得を生ずべき「事業」（所得税法２７条１項）に該当す
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る。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 判断の枠組み 

    事業所得は、「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定

めるものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）」であるとされ

（所得税法２７条１項）、同項に規定する政令で定める事業は、同法施行令６３条１号から１

１号までに掲げられたもののほか「対価を得て継続的に行なう事業」（同条１２号）であると

されているところ、一定の経済的な取組が「対価を得て継続的に行なう事業」に該当するに

は、それが自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有する業務である

だけでなく、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務でなけれ

ばならないというべきである（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同５６年４月２４日第二

小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁参照）。 

  ２ 本件各取組について 

  （１）本件各取組についてみると、本件各取組の主体である原告は、本件各取組を実施するため

に必要不可欠な土地（本件各土地）も太陽光発電設備（本件各設備）も一切取得することが

できなかったというのであるし、Ｌ案件については、Ｌ土地上にＬ設備が建設されることは

なく、Ｐ案件に至っては、Ｐ土地さえ存在していなかったというのである（前提事実（２）

ウ（イ）、エ（イ）、オ（イ））。また、原告は、本件各取組において、Ｃ社との間で発電事業

者としての地位を購入する旨の契約を締結したが、実際にはその地位を取得することができ

なかったものである（前提事実（２）ウ、エ、オ）。しかも、原告が本件各土地や本件各設

備等を取得することを全面的に委ねていたＣ社については、既に破産手続が行われ（前提事

実（１）イ（ア）、（３）イ（ウ）ａ）、Ｃ社を代表して原告と本件各取組に関する各種の契

約を締結したＦは、架空の太陽光パネルの設置を持ち掛けて他人から工事代金を騙し取った

との嫌疑により、その後、逮捕、起訴されたというのである（前提事実（１）イ（イ））。さ

らに、Ｃ社からの受領額は、Ｃ社において、本件各取組が原告の想定どおりに進捗している

かのような虚偽の外観を取り繕うために行っていた送金をその情を知らずに原告が受領して

いたものにすぎず、Ｃ社への送金額に至っては、実際にどのような使途に充てられたのか全

く不明である（甲３０、弁論の全趣旨）。 

  （２）これらのことからすると、本件各取組は、これを反復継続的に遂行するために必要な客観

的な基礎を完全に欠いていたといわざるを得ず、反復継続して遂行する意思と社会的地位と

が客観的に認められる業務であったということはできない。 

  （３）したがって、本件各年分における原告の所得金額の計算上、本件各取組は、「事業」（所得

税法２７条１項、同法施行令６３条１２号）に該当しない。 

  ３ 原告の主張について 

  （１）ア 原告は、本件各取組について、そのスキームの内容に照らすと、これが開始されれば

「事業」（所得税法２７条１項）に該当することになるところ、本件借入れ等の重要な

行為がされていた以上、本件各取組は既に開始されていたといえるから、「事業」に該

当すると主張する。 

     イ しかし、大量かつ反復的に行われる課税処分において予測可能性や課税の公平を確保

する観点からは、ある経済的な取組が「事業」（所得税法２７条１項）に該当するか否
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かの判断を客観的に行う必要があるところ、前記２のとおり、本件各年においては、本

件各取組を反復継続して遂行するために必要な客観的な基礎が完全に欠けていた以上、

本件各取組に関し、継続的かつ安定的な収益を生ずるだけの実体のある「事業」が開始

していたと評価することはできない。そのため、原告において、想定どおりに本件各取

組が進捗することを期待して、Ｃ社との間で各種の契約を締結した上で、本件借入れ等

の資金調達やＣ社への資金の拠出等をしていたというだけでは、本件各取組が「事業」

として開始していたということはできない。 

     ウ したがって、原告の前記主張を採用することができない。 

  （２）ア 原告は、関係会社案件や他の太陽光発電事業を開始した個人事業主とは異なり、本件

各取組についてだけ「事業」（所得税法２７条１項）に該当しないと扱うことは、法の

下の平等（憲法１４条１項）に反する恣意的な扱いであって許されないと主張する。 

     イ しかし、関係会社案件においては、実際に事業主の太陽光発電設備が所定の土地上に

建設され、これが反復継続的に稼働して安定的に売電収益を生じているというのである

から（前提事実（２）ア（イ）、イ（イ））、関係会社案件を「事業」に該当すると扱う

一方で、そうした客観的な基礎を完全に欠いているために安定的な売電収益を生ずる余

地のなかった本件取組を「事業」に該当しないと扱ったとしても、これをもって法の下

の平等に反する恣意的な扱いであるということはできない。 

       また、本件全証拠を総合しても、所得税等の課税の場面において、本件各取組と同様

の状況にある太陽光発電に係る経済的取組が「事業」に該当すると扱われている一方で、

本件各取組のみが「事業」に該当しないと扱われているとは認めるに足りないから、本

件各取組が他の個人事業主の行う太陽光発電事業と比較して法の下の平等に反する恣意

的な扱いを受けているということもできない。 

     ウ したがって、原告の前記主張も採用することができない。 

  ４ 本件各処分の適法性 

    以上に加えて、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件各処分の根拠及びその適法性について、

別紙４「本件各処分の根拠及び適法性」記載のとおり認定することができるから、本件各処

分は、適法である。 

  ５ 結論 

    よって、原告の請求は、いずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のと

おり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 篠田 賢治 

   裁判官 依田 吉人 

   裁判官 佐々木 健詞 
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別紙4

本件各処分の根拠及び遍法性

なお、以下においては、次の表記に従う。

5 「総所得金額」及び「事業所得の金額」の「△j印は、損失の額を表す，

「納付すべき税額」の「△」は、還付金の額に相当する税額を表す。

「課税総所得金額」は、国税通則法（以下「通則法」という。・) 1 1 8条1項の

規定により 100 0円未満の端数を切り捨てた後のものである。．

過少申告加算税の額の算定に当たり、100分の5又はlO ()分の10の割合を

9O 乗ずる対象となる税額は、通則法1I 8条3項及び東日本大震災からの復興のため

の施策を実施するために必要な財源の葎保に関する特別措置法（以下r復興財漏確

．．． ．． ．．． • ‘ ．． 
． 保法」という。） 24条6項の規定により1万円未漬の端数金額を切り捨てた後の
ものである。..... 

••••• .. ・ ． ．． ．． 
15 1 本件各更正処分の根拠 ． 

原告の本件各年分の所得税等の納付すべき税額等は、次のとおりである。

(1) 平成28句年分

ア総所得金額 1億 1692万6250円

上記金額は、次のmないしゆの各金額の合計額である。
20 (1')事業所得の金額 0円

原告が処分行政庁に提出した平成28年分確定申告書には、本件各取

組から生ずる所得の金額上生じたとする損失の金額△ 1億99 4 1万

2241円が事業所得として記載されている（甲29の1 ［①欄）、乙

1の1(1枚目①欄））が、本件各取組からは事業所得（損失）は生じ

26 ないため、事業所得の金額は、 0円となる。

（イ）配当所得の金額 1 2 2万625 0円
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上記金額は、原告が平成28年分罐定申告書に記載した配当所得の金

額と同額である（甲29の1（⑤欄〕、乙1の1(1枚目⑤襴〕）。

（ヴ給与所得の金額 1億1570万円

上記金額は、原告が平成28年分樟定申告書に記載した給与所得の金

・・ 額と同額である（甲29の1 〔⑥欄〕、乙iの1 〔・1枚目⑥襴））。・

イ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 285万1020円

上記金額は、原告が平成28年分鶴定申告書に記載した上湯株式等に係

る譲渡所得等の金額と同額である（乙1の1⑬枚目R欄〕）。

ウ 上場株式等に係る配当所得等の金額 ． 332万2860円

10 上記金額は、原告が平成28年分葎定申告書に記載した上場株式等に係・

5
 

．． ．． ．．
 ．．． 
．． 
．． 
....... 

．．．．． 
．．． 
＂ 

る配当所得等の金額と同額である（乙1の1.〔3枚目＠欄））。

工所得控除の額の合計額 259万0547円

＇上記金額は、・原告が平成28年分鶉定申岩書に記載した所得控除の額の

合計額と同額である（甲29の1 〔⑳欄〕 ．、 乙1の1 口枚目⑮欄））。

. 20 

16 . オ，課税総所得金額 1億14 3 3万5000円

上記金額は、上記アの総所・得金額1億・16 9 2 万•6250 円から上記エ
の所得控除の額の合計額259万0547円を控除した後の金額である， ・

．．力 上場株式等に係る課税醸渡所得等の金額 285万1000円

上記金額は、上記イの上場株式等に係る譲渡所得金額等の金額285万

1.0 2 0円から通則法11 8条1項により 10 0 0円未潤の端数を切り

捨てた後の金額である。

25 

なお、原告は、平成28年分の所得税等の計算において、総所得金額が

損失となるから（乙1の1⑬枚目＠欄〕）、課税総所得金額の計算上、

総所得金額から上記エの所得控除の額の合計額259万0547円を控

除できないとして、上記イの上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除

して上場株式等に係る課税譲渡所得の金額を26万円と算定していると
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ころ（甲 1.(7頁目「R更正前の額」欄＠欄〕） 、上記オのとおり原告の

平成28年分の総所得金額は、・損失金額とならず、上記エの所得控除の額

の合計額は、上記オの課税総所得の金額の計算上、控除することができる

から．、上記上場株式等に係る課税譲渡所得の金額の計算においては控除す

6
 

るものはない。

キ 上場株式等に係る課税配当所得等の金額 332万2o o・o円

上記金額は、原告が平成28年分確定申告書で計算した上場株式等に係

る課税配当所得等の金額と同額である（甲 1げ頁目「R更正前の額J欄

の⑫欄））。

10 ク 納付すべき税額 △1・7 6万34 7 3円

．．． ．．．． ．．． ．． ..... ..... ．．． ． .. 
＜ヽ

上記金額は、次のmないし（ヴの各金額の合計額から、曰の金額を控除し、
団の金額を加算した後、更に位）の金額を控除した金額である。

m課税総所得金額に対する税額 • 4665万47 50円

上記金額は、上記オの課税総所得金額1億14 3 3万5000円に所

得税法89条1項に規定する税率を乗じて算出した金額である。

（イ）上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額 ・

42万765 0円

上記金額は、上記力の課税される上湯株式等に係る譲渡所得等の金額

2_8 5万10 o .o 円に租税特別措置法（以下、単に「措置法」という•0)

20 . 3 7条の11第1項に規定する 10 0分の 15の税率を乗じて算出し

た金額である。

（ヴ上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額

16 

49万8300円

上記金額は、．上記キの上場株式等の課税配当所得等の金額332万2

• 25 ' 0 0 0円に措置法8条の4第1項に規定する 10 0分の15の税率を

乗じて算出した金額であり、原告が平成28年分確定申告書に記載した
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5
 

金額と同額である（甲 1 (7頁目「R更正前の額」欄⑳欄〕）。

に） 配当控除の額 ． • • 6万13 1 3円

上記金額は、上記ア（イ）の配当所得の金額12 2万6250円に所得税

法92条1項の規定により 10 0分の5の割合を乗じて算出した金額 ・

である。

材復興特別所得税の額 99万7907円

10 

上記金額は、上記mの課税総所得金額に対する税額4665万475

0 円、 •上記H)の上湯株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額4

2万7650円及び上記（ヴの上場株式等に係る課税配当所得等の金額

に対する税額49万8300円の合計金額4.75 8万0700円から

上記因の配当控除の額を控除した金額47 5 1万9387円に復・興財

．． ．． 
．

．．
 ．．
．
 
．． 
．
．
 

`
 
..... .
 

．．．．． 

●

'
●

●
 

15 

源確保法13条に規定する 100分の2.1の税率を乗じて算出した金

額である。

切）源泉徴収税額 5028万0767円

上記金額は、原告が平成28年分葎定・申告書に記載した源泉徴収税額

と同額である（甲29の1〔⑭欄〕、乙1の1(1枚目⑭欄〕・）。

ケ 翌年ぺ繰り越す純損失の金額 • 0円

20 

＇ 上記アmのとおり、事業所得の金額は0円となるため、翌年へ繰り越す
純損失の金額も0円となる。

(2)平成29年分

ア総所得金額 1億0714万51 5 0円・

上記金額は、次のmないし因の各金額の合計額であ、る。 ． 

m事業所得の金額 ・0円

原告が処分行政庁に提出した平成29年分葎定申告書には、本件各取

25 組から生じたとする所得の金額4684万95 5 0円が事業所得とし

て記載されている（甲29の2〔①欄）、乙1の2(1枚目①欄〕）が、
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本件各取組からは事業所得は生じないため、事業所得の金額は、 0円と '

なる。 ' 

≪ 
（イ） 配当所得の金額 • . 1 2 2万6250円

上記金額は、原告が平成2.9年分葎定申告書に記載した配当所得の金 ・

5 額と同額である（甲29の2（⑤欄〕、乙1の2[1枚目⑤欄））。

（ヴ給与所得の金額 ．. . 1億0580万円

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した給与所得の金 ・

額と同額である（甲29の2 （⑥欄〕、乙1の2 い枚目⑥欄〕．）。

に雑所得の金額 1 1万8900円

・JO . 上記金額は、原告が、平成29年に受領した還付加算金の金額であり、

． ． ... -•· -. ．．． .... 
•• ．．．．・..... ．．． ． 
... 
i6 

原告が平成2• •9 年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額である

（甲29の2 〔⑦欄〕、・乙1の2(1枚目．⑦欄））。

イ 分離長期譲渡所得の金額 ．’ 0円

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した分離長期譲渡所

得の金額と同額である（乙1の2.(3枚目＠襴〕）。

ゥ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額
ヽ

1・5 2万7748円

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した上場株式等に係

る譲渡所得等の金額と同額である（乙1の2 ⑬枚目R欄））。

工所得控除の額の合計額 2 5 2万761 1円

•2o 上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した所得控除の額の

合計額と同額である（甲29の2• 〔⑮欄〕、乙 1 ．の 2 〔 1 枚目⑮欄〕）。

オ課税総所得金額 ． ． ． 1億046 1万・700 0円

上記金額は、上記アの総所得金額1億0714万51 5 0円から上記エ

の所得控除の額の合計額252万76 1 1円を控除した後の金額である。

25 カ 課税分離長期譲渡所得の金額 ． 0円

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した課税分離譲渡所
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得の金額と同額である（乙1の2(3枚目＠欄〕）。

キ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 1 5 2万7000円 ．

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した上場株式等の課 ・

税譲渡所得等の金額と同額である（乙 1の2 [ 3枚目⑬欄））。

5 ク 納付すべき税額 ． ． △．354万34 2 9円

．上記金額は、次のげ）ないし（ヴの各金額の合計額から、国の金額を控除し、

団の金額を加算した後、更に切）の金額を控除した金額である。

m 課税総所得金額に対する税額 4228万1・65 0円

．：上記金額は、上記オの課税総所得金額1億0461万 7000円に所

10 得税法89条1項に規定する税率を乗じて算出した金額である。

（イ） 課税分離長期譲渡所得の金額に対する税額 • • 0円

．．
 
．
 

．
 
．．
 
．
 
．．． ．．
 ．． ...... ..... ．．．． ．． 

上記金額は、上記力の課税される分離長期譲渡所得の金額0円に措置法

3 1条1項に規定する税率を乗じて算出した金額である。

（ヴ上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

. 2 2万9050円

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した上場株式等に

係る課税譲渡所得等の金額に対する税額と同額である（乙 1の2.(3枚

目＠欄〕）。

囚配当控除の額 • • 6万13 i 2円・・

20 上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した配当控除の金

1 5' 

額と同額である（甲29の2 〔⑳欄） 、乙1の2 い枚目⑳欄））。

切復興特別所得税の額 ．. ' 8 9万14 3 7円

上記金額は、上記げ）の課税総所得金額に対する税額42 2.8万16 5 

0円及び上記（ヴ．の上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税

25 ・額22万90'5 0円の合計金額42 5 1万0700円から上記に）の配

当控除の額6万13 ・1 2円を控除した金額4244万9388円に復
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．．
 ．．
 ． ． ．． ... ．．．．．． ..... ．．．． ．． 

興財源確保法13条に規定する 100分の2.1の税率を乗じて算出し

た金額である。

切）源泉徴収税額 ． . -4688万42 5 4円・

上記金額は、原告が平成29年分確定申告書に記載した源泉徴~税額

5 と同額である（甲 29の2 （⑭欄〕、乙1の2 い枚目＠欄〕）。 • 

(3) 平成30年分

ア総所得金額 ． • • 1億0288万.iiO 1.7円

上記金額は、次のmないしは泣）各金額の合計額である。 ’. 

m事業所得の金額 ． .. . 0円

10 • . 原告が処分行政庁に提出した平成30年分躙定申告書には、本件各取

組から生ずる所得の金額の計算上生じたとする損失の金額である△6

6 7 9万9530円が事業所得として記載されている（甲29の3・〔①

襴〕、乙1の3(1枚目①欄〕）が、本件各取組からは事業所得（損失）

． 
15 

は生じないため、事業所得の金額は、 0円となる。

（イ） 不動産所得の金額 • • • 85万7767円・

上記金額は、次のaの総収入金額から bの必要経費及びcの青色申告 ・

． 控除額を控除した後の金額である。 •

a 不動産所得の収入金額

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した不動産所得

20 

25 c 青色申告特別控除額

I 3 4万12 0 0円．

の収入金額と同額である（甲29の3〔⑦欄〕、乙1の3(1枚目⑨欄〕）。

b 必要経費の額 • . 38万3433円
E 

・ 上記金額は、原告が、·■•社に対して貸し付けている藤沢市の土

地に係る平成30年中に納付すべきことが確定した固定資産税及び

・都市計画税の金額である（甲 5 (3 8及び39枚目〕）。

1 0万OO o, 0円

上記金額は、措置法25条の2第1項に規定する青色申告控除額で
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ある。

なお、原告は、青色申告書を提出することについて承認を受けてい

るものの、その不動産貸付の規模が事業的規模には該当しないことか

ら、青色申告控除額65万円の適用はない。

（ヴ配当所得の金額 1 2 2万6250円

10 

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した配当所得の金

額と同額である（甲 29の3 〔⑤欄）、乙1の3 (1枚目⑤欄）） ．o

に） 給与所得の金額 、 •• 1億0080万円

・上記金額は、原告が平成30年分葎定申告書に・記載した給与所得の金

額と同額である（甲29の3 〔⑥欄）、乙1の3 (1枚目⑥欄〕）。

団雑所得の金額 ． • ． 0円

.. 

... 
．． 
.

.. 

.

.

.
 

．． 
..
.
 

．．．．．．． 
．．．．． 
.
.
.
 

115 

上記金額は、・次の3の総収入金額からbの必要経費額を控除した後の

金額である。

a 雑所得の総収入金額 1 9万53・4 9円

上記金額は、①原告の自宅屋根の売電設偏に係る売電収入18万3

20 

1 4 0円と②原告が平成30年に受領した還付加算金1万2200

円の合計額である。

上記①は、原告が、平成30年分確定申告書の事業所得の収入金額

欄及び同申告書に添付した「平成30年分所得税青色申告決算書（一

般用）」 ．（以下「平成3・0年分決算書．（一般用）」という。）に記載・

＾ 
25 

した売電収入の金額と同額であり（乙1の3 (1枚目の欄）、乙12 

[ 1枚目①欄〕） 、上記②は、原告が平成30年分確定申告書に記載

した還付加算金に係る雑所得の金額と同額である（甲29の3(R欄〕、

乙1の3 (1枚目R欄〕）。

b 必要経費の額 8 3万3273円

上記金額は、自宅屋根の売電設備に係る減価償却費83万3273
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．．． .... ..... 
●
 .
 

．． 

円であり、原告が平成30年分決算書（一般用）に記載した減価償却

費の金額と同額である（乙12 い枚目⑱欄））。

イ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 204万5550円

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した上場株式等に係・

・ る譲渡所得等の金額と同額である（乙1の3 (3枚目R欄））。 ．

ウ 上場株式等に係る配当所得等の金額 ． •' 8万3329円

上記金額は、・原告が平成30年分確定申告書に記載した上場株式等に係

る配当所得等の金額と同額である（乙1の3 〔・3枚目R欄））。・

工所得控除の額の合計額 ・ 246万31 4 5円

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した所得控除の額の

合計額と同額である（甲29．の3 〔⑮欄〕、＇乙 1の3 口枚目⑮欄））。

ーオ課税総所得金額 ・ ' . 億0042万円

上記金額は、上記アの総所得金額1億0288万40 1 7円から上記エ
．．．．．． ..... .... .. 

15 

の所得控除の額の合計額246万31 4 5円を控除した後の金額である。

カ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 204万5000円

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した上場株式等に係

る譲渡所得等の金額と同額である（乙1の3 (3枚目＠欄〕）。

キ．上場株式等に係る課税配当所得等の金額 ・' 8万3000円

上記金額は、 舟原告が平成30年分確定申告書に記載した課税される上場

20 • 株式等に係る課税配当所得等の金額と同額である（乙 1の3 (3,枚目⑭

欄〕）。

ク 納付ずぺき税額

...・

ら

25 

△343万57 1 2円

上記金額は、次のmないし（外の各金額の合計額から、 9に）の金額を控除し、

けの金額を加算した後、更に団の金額を控除した金額である6

げ）課税総所得金額に対する税額 ・ • 4 0 3 9万3000円

上記金額は、上記オの課税総所得金額1億0042万円に所得税法8
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． 

9条1項に規定する税率を乗じて算出した金額である。

（イ）・上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額

.3 0万67 5 0円

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した上場株式等の

5 課税譲渡所得等の金額に対する税額と同額である．（乙1の3 ⑬枚目＠

欄））。

（ヴ 上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額

1万2450円

・上記金額は、’原告が平成30年分確定申告書に記載した上場株式等の

n 課税譲渡所得等の金額と同額である（乙1の3(3枚目＠欄））。

に） 配当控除の額 6万13 1 2円

． ．．． 
• -..  ♦ 

上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した配当控除の金

額と同額である ・（甲29の.,3 〔⑳欄〕、乙1の3 〔・1枚目⑳欄））。... 
•• ..... • ..... け復興特別所得税の額 ． 85万36 6 8円..... 

｀ 

． 
16 ・上記金額は、上記mの課税総所得金額に対する税額4039万300

0円、土記（イ）の上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額3

0万6750円及び上記（ヴの上場株式等に係る課税配当所得等の金額

に対する税額1万2450円の合計額4071万2200円から上記

に）の配当控除の額6方13・ 1. 2円を控除した金額4065万08. 88 

20 円に復興財源蹟保法13条に規定する 100分の2. 1の税率を乗じて

算出した金額である。

25 

拗源泉徴収税額 ・ 4494万0268円

． 上記金額は、原告が平成30年分確定申告書に記載した源泉徴収税額

と同額である（甲 29の3 （⑭欄〕、、乙Iの3 い枚目⑭欄））。

(4) 令和元年分

ア総所得金額． • . 9569万4846円
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上記金額は、次のげ）ないし団の各金額の合計額である。

げ） 事業所得の金額 ‘. . . 0円．

原告が処分行政庁に提出した令和元年分確定申告書には、本件各取組

．から生じたとする所得の金額の計算上生じたとする本件損失の金額△

5 • 6 4万2333円が事業所得と・して記載されている（甲29の4 〔①

欄〕、乙1の4(1枚目①欄））が、本件各取組からは事業所得は生じ

ないため、事業所得の金額は0円となる。 ・

・（イ） 不動産所得の金額 ・̂  66万8596円

上記金額は、次のaの総収入金額から bの必要経費及びCの青色申告

10 控除額を控除した後の金額である

a 不動産所得の収入金額 1 1 4万9600円

••• 

．．． 

．
．
 
・・
 

．
 

．． 
..... 
.... 

,
 
.
.
 
... ． .. 

16 

上記金額は、・原告が令和元年分瀧定申告書に記載した不動産所得の‘

．収入金額と同額である（甲29の4（②欄〕、乙1の4口枚目⑰欄〕）。

b 必要経費の額 ． 38万1004円

上記金額は、原告が令和元年分鶉定申告書に添付した「令和元年分、

所得税青色申告決算書（不動産所得用）」に記載した金額と同額であ

・る（乙13の2 口枚目⑤欄］ ．）。

c 青色申告特別控除額 1 0万0000円

上記金額ぱ、措置法25条の2第1項に規定による青色申告控除額

20 である。

なお、原告は、青色申告書を提出することについて承認を受けている・

ものの、その不動産貸付の規模が事業的規模には該当しないことから、．

青色申告控除額65万円の適用はない。 ．

（ウ）配当所得の金額 1 2 2万6250円

26 上記金額は；原告が令和元年分確定申告書に記載した配当所得の金額

と同額である（甲 29の4 〔⑤欄〕、乙1の4 口枚目⑤欄））。
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に） 給与所得の金額 :・ . . 9 3 8 0万円

上記金額は、原告が令和元年分龍定申告書に記載した給与所得の金額

．． 

5
 

• ̀  

10 

.. ． . •· . . -. ~ .... ．． 
• 0 • • • 
・・・・ ・• • ．．． 

16 

20 

｀ 
, .. 

25 

と同額である（甲29の4 〔⑥欄〕、乙 1の4 い枚目⑥欄））。

は）雑所得の金額 ． 0円

上記金額は、次のaの総収入金額から bの必要経費の額を控除した後

・の金額である。

a 雑所得の総収入金額 ' 20万8672円

上記金額は； ①原告の自宅屋根の売電殷備に係る売電収入17万1

5 7. 2円と②原告が令和元年に受領した還付加算金3万7100円

との合計額である。

上記①は、原告が、令和元年分瀧定申告書の事業所得の収入~額欄

及び同申告書に添付した「令和元年所得税青色申告決算書（一般用）」

（以下「令和元年分決算書（一般用）］という。）に記載した売電収

入の金額と同額であり（乙1の4 い枚目⑦欄〕、乙 13の1(1枚

目①欄〕）、上記②は、原告が令和元年分確定申告書に記載した還付

加算金に係る雑所得の金額と同額である（甲29の4 〔②欄）、乙・1

の4 い枚目R欄））。・

b 必要経費の額 • ● • 73万4947円

．• 上記金額は、自宅屋根の売電設備に係る減価償却費 7 3万49 4 7・ 

円であり、原告が令和元年分決算書（一般用）に記載した減価償却費

の金額と同額である ．（乙13の1 (1枚目⑱欄））。

イ 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 1 2 6万04 1 8円

上記金額は、原告が令和元年分確定申告書に記載した上場株式等に係る

譲渡所得等の金額と同額である（乙1の4 〔3枚月⑮欄))0 

ウ 上場株式等に係る配当所得等の金額 ． 1 3万0764円

上記金額は、原告が令和元年年分確定申告書に記載した上場株式等に係
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‘ 
る配当所得等の金額と同額である（乙1の.4 (3枚目R欄〕．）。

工所得控除の額の合計額 ・ ・ ' 714万3208円

上記金額は、原告が令和元年分確定申告書に記載した所得控除の額の合

計額と同額である（甲29の4 ［⑮欄〕、乙1の4(1枚目⑳襴））。

5
 

オ課税総所得金額 8855万1000円
』‘

上記金額は、上記アの総所得金額9569万4846円から上記エの所 ・

得控除の額の合計額71'4万32p8円を控除した後の金額である。
カ 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 • 1 2 6万円

上記金額は、原告が令和元年分確定申告書に記載した上場株式等に係る

JO • 課税譲渡所得等の金額と同額である（乙1の4 ⑬枚目＠欄〕）。 ．

キ 上湯株式等の課税配当所得等の金額

... ．．． 
•- . ・-•. 

. .~ 
.. ..... .. . "... ・ .... ． 
" •· 

1‘3万円

15・ 

上記金額は、原告が令和元年分葎定申告書に記載した上場株式等の課税

配当所得等の金額と同額である（乙1の4 〔3枚目⑭襴〕） 0 • 

ク 納付すべき税額 ． • . • △645万9335円

上記金額は、次のmないし（ヴD各金額の合計額カ・モら、に）の金額を控除し、
切の金額を加算した後、更に位）及び囲の金額を控除した金額である。

m課税総所得金額に対する税額 • 3505万1950円

．
 

上記金額は、上記オの課税総所得金額8855万1・00 0円に所得税

法89条1項に規定する税率を乗じて算出した金額である。

20 （イ） 上場株式等に係る課税醸渡所得等の金額に対する税額

' . 1 ~万 9000 円

上記金額は、原告が令和元年分踵定申告書に記載した上場株式等に係

る課税譲渡所得等の金額と問額である（乙 1の4 ⑬枚目＠欄〕）。

（ウ） 上場株式等に係る課税配当所得等の金額に対する税額

25 1万9500円

上記金額は、原告が令和元年分蹟定申告書に記載した上場株式等に係
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る課税配当所得等の金額と同額である‘（乙1の4 ⑬枚目＠欄〕）。
~. 

に） 配当控除の額 . 6万I3 1 2円

5
 

上記金額は、原告が令和元年分贖定申告書に記載した配当控除．の金額

と同額である（甲29の4 （⑳欄〕、乙 1の4 (1枚目⑳欄〕）。＇

団復興特別所得税の額 • . 7 3万91 8 1円

上記金額は、上記mの課税総所得金額に対する税額35 0 5万19 5 
0円、上記（イ）の上場株式等に係る課税麒渡所得等の金額に対する税額1

8万9000円及び上記（ヴの上場株式等に係る課税配当所得等の金額

10 

．．
 
~
 

．． 
.
.
.
 

．
．
．
 

•• 
•• .

.

.

 
,
•
鱒
•

．．．．． 
．．． 

ー

り5

に対する税額1万9500円の合計額35 2・6万0450円から上記

白の配当控除の額6万13 1 2円を控除した金額35 1 9万91 3 8 

円に復興財源確保法13条に規定する 10 0分の2. 1の税率を乗じて

算出した金額である。

切）外国税額控除 ・

上記金額は、原告が令和元年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と

同額である（甲29の4 （⑬欄〕 、乙1の4 (1枚目⑬欄〕）。

囲源泉徴収税額 ． • 4239万5828円

上記金額は、原告が令和元年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と

同額である（甲29の4 〔⑭欄）、乙1の4 い枚目⑭欄〕）。

20 2.本件各更正処分の適法性

(1) 平成28年分更正処分

．． 

..• 原告の平成28年分の所得税等の納付すぺき税額は、上記1(1)クのとお

．り、△ 17 6万3473円であるところ、当該金額は、平成28年分更正処

分における原告の納付すべき税額（甲 1・〔7頁目r;R 更正後の額」⑮欄、

25 別表 1 「更正処分等」欄の「納付すべき税額J⑱欄〕）と同額であるから、

平成28分更正処分は、適法である。
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(2) 平成29年分更正処分

原告の平成2・9年分の所得税等の納付すべき税額は、上記1(2)クのとお

5
 

り、△354万3429円であるところ、当該金額は、平成29年分更正処

分におけ・る納付すべき税額△359万8104円（甲2 口頁目「R 更正

後の額」⑮欄、別表2の「更正処分等」欄の「納付すべき税額」⑲欄））を

上回るから、平成29年分更正処分は、適法である。

(3) 平成30年分更正翅分

原告の平成3O年分の所得税等の納付すべき税額は、上記1(3)クのとお

り、△343万5712円であるところ、当該金額は、平成3・0年分更正処

10 分における原告の納付すべき税額（甲．5 〔3枚目「R 再調査決定後の額」

＠欄、別表3の「再調査決定等」欄の「納付すべき税額」⑳欄〕）と同額で

．
 
．
 

... .... ..... 
.,. 

. .曹・・・．．．．． ．．．． 

あるから、平成30年分更正処分は、適法である。

(4) 令和元年分更正処分

原告の令和元年分の所得税等の納付すべき税額は、上記1(4)クのとおり、
•• 
i5 △645万9335円であるところ、当該金額は、令和元年分更正処分にお

ける原告の納付すべき税額（甲4 (4頁目「R・更正後の額」⑮欄、別表4

の「更正処分等」欄の「納付すべき税額」⑳欄〕）と同額であるから、令和

元年分更正処分は、適法である。

.

J

 

20 . 3・ 本件各賦課決定処分の根拠及び遍法性

上記2で述べたとおり、本件各更正処分はいずれも適法であるところ、本件

各更正処分により原告が新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実の

うちに、本件各更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったこと

について、通則法65条4項1号に規定する「正当な理由」があると認められ

25 るものはない。

・したがって、本件各年分において原告に課される過少申告加算税の額は、平
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成28年分71 8万8500円（後記(1))、平成29年分16 3万1000円

（後記(2))、平成30年分400万6000円（後記(3))及び令和元年分6万

5500円（後記(4))であるところ、これらの税額は、本件各賦課決定処分に

おける過少申告加算税の額（平成28年分478万4000円（甲 1 (1枚目

10 

6 「過少申告加算税の額J欄〕）．、平成29年分81万5500円（甲 2 い枚

目「過少申告加算税の額」欄〕）．、平成30年分248万8500円（甲 5 (3 

枚目「R 再調査決定後の額J欄の⑲欄〕）及び令和元年分6万5500円（甲

6 、.1頁「裁決後の額 B」欄の⑬欄〕））と同額又はこれを上回るから、

本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。

(1) 平成28年分の過少申告加算税の額 • 7 1 8万8500円

・̀・ ．． 
．
．
．
 

・
"
 

.
 

.. 

．． 

し

・

・

・

9

.

.

.

 

．．．．． 

.

,

.

 
.. 

・ 上記金額は次のアとイの各金額の合計額である。

なお、国外送金等調書法6条の3第1項は、財産に関して生ずる一定の所 ― 

得に対する所得税に関し更正があり、国税通則法65条に規定する過少申告

加算税の適用がある湯合において、提出期限内に提出された財産債務調書に

その更正の基因となる財産について記載があるときは、過少申告加算税を軽

減する特例措置が行われるところ、国外送金等調書法6条の2第1項によれ

ば、当該財産債務調書に記載する財産とは、その者がその年の12月31日

時点で有する財産である。これを本件についてみれば、原告は本件各設備を

取得しておらず、原告が12月31日時点で有し．ていない財産を財産債務調

20 ・ 書に記載する必要はないし．、たとえ原告が提出した財産債務調書に本件各設 .・

備の記載があり、本件各設備が修正申告の基因となる財産であったとして

も、過少申告加算税を軽減する特例措置が適用されることはない（後記（2）に

16 

｀ 
おいて同じ）。

ア通常分の過少申告加算税の額 • 480万9000円

25 上記金額は、通則法65条1項及び復興財源確保法24条4項の規定に

基づき、原告が平成28年分更正処分により新たに納付すべきこととなっ
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．． 

た税額4809万円（甲 1い頁目［本税の額」欄〕）に10 0分の1O 

の割合を乗じて計算した金額である（甲1 〔8頁目⑲襴〕） ｝ o 

イ 加重分の過少申告加算税の額 2 3 7万9500円

上記金額は、通則法65条2項及び復興財源確保法24条4項の規定に

5
 

基づき、原告が平成28年分更正処分により新たに納付すべきこととなっ

た税額4a・・o 9万9000円（甲 1 (1頁目「本税の額」欄〕）のうち、

平成28年分の所得税等に係る期限内申告税額に相当する金額42万3

383円（通則法65条3項2号及び復興財源葎保法2.4条4項の規定に

基づき、源泉徴収税額5028万0767円（甲 29の1〔⑭欄）、乙1

JO 、 の1.(1枚目⑭欄〕）から平成28年分撞定申告における還付金の額に相

．
 
..
 ．．． ．曹• ・..... ．． ..... ....... 

...I ♦ ·• 
.'I' 

ヽ• 15 

当する税額4985万7384円（甲29:の1 （⑱欄〕、乙1の1 (-1枚

目⑱欄〕）を控除した後の金額）と 50万円とのいずれか多い方の金額で

ある 50万円を超える部分に相当する税額47 5 9万円に 1o・o分の5

の割合を乗じて計算した金額である（甲 1 ⑬頁目⑫欄〕）。

(2) • 平成 2 9年分の過少申告加算税の額 1 6 3万19 0 0円

．．上記金額は、通則法65条1項及び復興財源確保法24条4項の規定に基

づき、原告が平成29年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税

額16.3 7万円から期限内申告書に係る税額に達するまでの税額6万円を控

・除した後の税額16 3 1万に100分の10の割合を乗じて計算した金額で

20 ある。

なお、上記計算で期限内申告書に係る税額6万円を控除しているのは、 ・処

分行政庁が平成29年分更正処分において、還付加算金による雑所得の収入
C 

金額11方8900円から原告が．．．．仕から被った損失を控除し、雑所

得の金額を0円と認定したことを理由に税額を減少させることを含む更正

ぉ を行っており、当該税額を減少させたことについては、通則法65条4項2

号の規定により、新たに納付すべき税額からこれを控除して、過少申告加算
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税の額を計算するためである。 ・

(3) 平成3↑0年分の過少・申告加算税の額 400万60 0 0円

上記金額は、次のアとイの各金額の合計額からウの金額を控除した額iであ

る。

5 ・ なお、国外送金等調書法6条の3に基づく過少申告加算税の加重又は軽減

に関する特例措置は、本件各設備が取得されていない以上、本件各取組に係

る過少申告加算税には適用されない一方で、不動産所得の金額の計算におけ

る青色申告控除額55万円の否認（前記1(3)ア(-1')C)により増加する不動産

10 

．
 
・
 
... 

••••• ...... 
..・・・．． 

所得に係る過少申告加算税については適用されるところ、原告の提出した財

産債務調書にはその更正の起因となる財・産（不動産）の記載があったため、

後記ウの．とおり、同不動産所得に係る過少申告加算税には、上記の過少申告

加算税の軽減に関する特例措置が適用されることとなる。.... -. ;... ( ．．．． ア通常分の過少申告加算税の額 304万2000円

上記金額は、’通則法65条1項及び復興財源確保法24条4項の規定に

16 '基づき、原告：が平成30年分更正処分により新たに納付すべきこととなう

た税額3042万円（甲5 (4 4枚目の(2)の表中の①欄））に100分の

1 0の割合を乗じて計算した金額である（甲 5 （同表中の⑦欄））。

イ 加重分の過少申告加算税の額 96万7500円

20 • 

.'上記金額は、通則法65条2項及び復興財源確保法24条4項の規定に

基づき、原告が平成30年分更正処分により新たに納付すべきこととなっ

26 

た税額3042万，8400円（甲5(44枚目の(2)の表中の①欄〕）のうち、

平成30年分の所得税等に係る期限内＇^申告税額に相当する金額1l 07 

万6.10 2円（通則法65条3項2号及び復興財源確保法24条4項の規

定に基づき、源泉徴収税額449. 4万02 6,8円（甲29の3 （⑭欄〕、

乙1の3 い枚目⑭欄）から平成29年分確定申告における還付金の額に

相当する税額3386万41 6 6円（甲29の3 〔⑱欄）、乙1の3 (1 
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• 

5
 

枚目⑱欄〕）を控除した後の金額。）と 50万円とのいずれか多い方の金

額である 11 0 7万6・ l O 2円を超える部分に相当する税額19 3 5万

円に100分の5の割合．を乗じて計算した金額である（甲5 (4 4枚目の

(2)の表中の⑩欄〕）。

ウ財産債務調書に係る軽減分の過少申告加算税の額 ・35 o.o円

上記金額は、国外送金等調書法6条の3第1項の規定に基づき、平成3

0年分更正処分により、新たに納付すべきこととなった税額3042万8

400円から更正の基因となる財産債務調書への記載の対象となる財産・

に係るもの以外の事実のみに基づいて更正があったとした場合における

10 

．．． ._.. -.. ... ．
 
．
 
... 

••••• 
•• ■•• ．．．． ,. 

増差税額303 5万21 0 0円を控除した後の税額7万円に1.00分の

5の金額を乗じて計算した金額である。 . . 

(4) 令和元年分の過少申告加算税の額 ‘ • 6万5500円

上記金額は、次のアとイの各金額の合計額である。

なお、国外送金等調書法6条の3に基づく過少申告加算税の加重又は軽減

に関する特例措置は、本件各設備が取得されていない以上、本件各取組に係

る過少申告加算税には適用されない一方で、不動産所得の金額の計算におけ

る青色申告控除額55万円の否認（前記1(4)ア（イ）c)により増加する不動産

所得に係る過少申告加算税については適用されるところ、原告は、その更正

の起因となる財産（不動産）を記載した財産債務調書を提出しなかったため、

20 後記イのとおり、同不動産所得に係る過少申告加算税には、上記の過少申告

1-5 

25 

加算税の加重に関する特例措置が適用されることとなる。

ア 通常分の過少申告加算税の額 ．・ • 5 万 3000 円

上記金額は、通則法65条1項及び復興財源確保法24条4項の規定に

基づき、原告が令和元年分更正処分にょり新たに納付すべきこととなった

税額53万円（甲6 〔21頁漬訪た後の額 B」欄の①欄〕）に1゜°分

の10の割合を乗じて計算した金額である。
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ヽ

イ財産債務に係る加重分の過少申告加算税の額 1万25 0 0円
.. 

ヽ

5
 

上記金額は、・国外送金等調書法6条の3第2項の規定に基づき、原告が

令和元年分更正処分により新たに納付すぺきこととなった税額53万0

600円（甲4 口枚目「本税の額」欄〕）から更正の基因となる財産債

務調書への記載の対象となる財産に係るもの以外の事実のみに基づいて

更正があったものとした湯合における増差税額27万7900円を控除

した後の税額25万円に10 0分の5の割合を乗じて計算した金額であ

．．る（甲6 ⑫ 1頁「裁決後の額 B」⑫欄〕）。

以•上

． ． .... ．．． ．．．． ... ...~ ~ ...,... 
•••• ． ... 
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平成28年分の所得税疇の霞税の継緯

..... 
．．．．．． ........ • ．． ．． 
．．．  .... .... .. ·• 

項 目 葎定申告 更正処分等 再調査請求 再調査決定 審査請求 裁 決
年 • 月 日 法定申告期限内 令和3年 3月26日令和3年 6月 26.日令和3年 12月1日令和3年 12月 29日令和4年 12月 14日--------------

――---

棄 却 棄 却
纏（―②育＋膏c:ll+ ・(i) 瓢l 

゜
△ 82,485,991 11&, 926,"250 

事農房得の量麟 112 △ 199,412,241 

゜＂ 配 Ill 胃鴨の傘• 113 1►226, 250 1,226,260 

＂ 綸皐胃鴨の傘鱈 la; 116,700,000 us, 700,000 
上●懺武●1こ饂る麟•"," e 2,861,020 2,851,020 

“緯武鬱に儡る配”'鼻零 lヽ 3,322,860 3,322,860 
lllf得陛饒，，●の合計● l<t 2,690,6.7 2,590,547 

Cfm鯖一応の＂ 0 - 114,336,000 部 ．
更

部
更

●覗される
• R”応分 lti 正 正

所得傘躙 260,000 2,851,000 
処 ・ 処

R鯖応分 ． 3,322,000 3,322,000 の
分

の
分

R鯖応分

゜
o・ 46,654,750 取 等

取
と ＇

●覆される .. と 同房暢傘●に R鯖応分

゜
. 39,000 427,650 

同 頓 ・鯖する覗瓢
・消 消〇賛応分 ia 498.300 498,300 ・額

• Ill ” 麟•` 122,.625 61,313 ．し し
聾(O引+0賣+樗0 -覆R躙) 層 414,675 47,519, 38"7 
覆(属1111轡X創 所2.J鴨・%霰額) 141 8,708 997,907 

繹 泉 徽収覆躙 Ì! 50,280,767 60,280,767 
納(・ft付．寸+1111べ —き Ill覗•I・ 

゜
△ 49,867,384 △ l, 763,473 

璽●へ編り●す輯観費の・・

゜
82,侶5,991

゜過少事告加算覗の● ~ ----- 4,784,000 7,188,500 

肩襄1

（単位 ：円）

（出 1 r繕所得金麟J((D●)及び渾●所得の彙額J(tll欄）の「△J印は損失の●を賽す（以下｀別賽 3及び別賽4 『事纂所得の傘瓢」（②•)の各金麟1こ出いて間じ．）． ・
2 r璽税される闘傘麟J(OないしR欄）の・麟（ただし。 「戴定傘曹J●の r震税される肩得金績JR欄は、 r.I:●練式に贔る劃農所得嶋」0欝から r冒得樹綸の合計量J⑦羅を
控轍した犠の金績）は、千円未漕の嬬量を切り檜てた隻の金額である(ii剛桧118彙1項）（以下、 9l賽2r●覗される所得彙顧J（⑨ないL-R11)の彙麟菫びにl!IJ豪3及び9J衰4 「諜税さ
れる所得傘績J(Rないし心町の各彙額において1111じ．）． ． 

3 r枷H・べき覆頗J（⑬綱）の「△J印は、遭付金の額1項当する税●を賽し0 い」印のない金•は、百円未・の嶋戴を切り檜てた撞の彙●である（霊輿財瓢鶴儡滋24条2項（以
下、 9l喪2r納付すぺき裏額(R厠の“員、・別表3『伽廿べき覗績」(R厠の金鯛及び別賽4r納付すべき税績』 (O・)の各金鶴において同じ．）． • 
4 （再調査決定J及び「織決J欄は、各露定●を賽す（以下、別賽2ないし別皇4において同じ．）．
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平咸ね年分の所得覗攀の●税の縫緯

項 目 葎定申告 更正処分等 ・再讀査請求 再鵬査決定 審査請求 ・裁 決
年月 日 法定申告期限内 令和3年3月26日令和3年6月26日令和3年 12月 1日令和 3年•12 月 29 日 令和4年12月14日

一 棄 却 棄 却

. ”(O,,, + 0 " + o・・ +0• ) |([ 71,508,709 107,026,250 107, 146, 150. 
事婁所得の彙● e 46，糾9,660 .o ， 

゜
内
配重所得の傘● 0 1,226,250 1,226, 250 1,226,260 釈
綸与 所 得の彙麟 G 105, 800, 000 106,800, 000 l06,800,000 

ヽ
鑢所得の傘● e 118,900 

゜
．． 118,900 

分•景鋼鯛●胃得の傘● 90 

゜ ゜ ゜上●緯弐壽1：：儡る鵡纏胃褐檸 IC 1,527,748 1,527,748 ． 
1,627,748 

，，，得檀輪の麟の會計● 贔 2,.527,611 2,527,611. 部 更 部 ‘ 2,527.611 
Y o錆竺(I)1t111 68,981,000 104,498,000 

・正
104,6-17.000 処

， 

•8tされる R鯖応分 1、
゜ ゜

の
分

の

゜
膚得傘●

〇鯖応分 Ii 1,527,000 1,527,000 取
等

取 l, 627. 000 
と

・置される
R鯖応分 ldl 26,245,-450 42,228,100 

問 •2. 281,.650 

； 得・g に R鯖応分 lヽ o. 

゜
渭

額 消 ． ．
.0 する ● 

R錆応分 IGi 229,060 229,050 し し ・ 229,060 
配 ． 檀 饒
゜
I@ "61,312 61,312 61,312 

量“99+ 10 ,,,+ ”0-覆0•)|  。 26,413,188 42,395,838 42,449,388・ 
復(",̀")("所2.1得%覗霞) |@ 554;676 890,312 891,437 
瓢鼻鑽 叡 襲• I@ 46,88"4,2以 46,884,254 46,884,254 

. ? & : 6 :S F' 141. △ 19,916,390 △ 3,598,104 ． △ 3,643,429 
遍少●轡細算覗の● I亀 -------- 816,600 1,631,000 

肩襄2

（単位 ：円）

（注） 渾定寧告J •欄の「緯所得彙●J （①欄）は、 「事彙所得の彙●』（②欄）ないし「緯所得の拿績J（⑤欄）をそれぞれ合計した彙額から、 1rJ豪1「鶴定申告J欄の「翌年へ繰り鑢す饒損失

の金頓」（⑲躙）の金績を控諭した聾の金蒙である．
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平Jl30年分の所得税疇の繹覗の編緯

項 目 葎定申 告

年月 日 法定申告期限内

．(Oナ”O±0"+0量+R霞) .l<t 35,930,120 

事戴胃書の彙• o . .9△ 66,7叩，630

，内
不動●所得の彙額 ICII . 691,200 

配当所得，，彙霞 1<4l 1,226,260 
訳
綸与肩壽の會霞 IC 100,800,000 
織所得の傘麟． ヽ ， • 12,200 
.I:..識武●に鐵る鵡●胃●● • C 2,046,660 

.t●緯武●に鐸るIii!•11fn● ì 83,329 

肩嘱檀麟の●の會It霞 ì • 2,463,145 
't'(D蜻一応C1l令It 33,466,000 

●胃●覆書さ.れ.る ⑦鯖応分 1̀ 2,046,000 

〇賛応分 1、 83,000 

R鯖応分 141 10,690,400 
謁覗される

ヽ 306,750 預得會●1こ R鯖応分
鯖する覗鶴

⑫鯖応分 |6 12,450 
配 畠 控饒鯛亀 61,312 

甍(@9+l◎所＋得0-翫0霞） 。 10,848,288 

慣4" @ "x '”2'.1 得%覗麟) 、 227,814 

●泉讚＂覗績亀 44,940,268 

9磁iヽ 竺品 F|` △ 33,864,166 
遍少●告篇算覆の麟

|0, ---—---

マ - -．．． ．．． ．．． 

更正処分等． 再躙査請求・

令和3年3月26日令和3年6月25日

一103,267,460 
゜1, 24}, 200 r 

1,226,250 

100',800,000 
ヽ

゜
.. 

2,046,660 

83,329 

2,463,145 部

i00,804,000 の
2.045,000 

83,000 取

40,665,800 ・ 消
306,760 

12,450 し

61,312 

40,823,688 

857,297 

44;940,268 

△ 3,269,283 

2,606, ooo・ 

再調査決定

令和3年 12月1日

一 部取消し

102,884,017 

゜857,767 
1,226,250 

100,800,000 

゜2,046,660 
. 83,329 

2. 463, 145 

100. 42Q, ・ooo 
2,046,000 

83,000 

40, 393, ・ooo 
305,750 

・12,_450 

61,312 

40,650,888 

863,668 

44,940,268 

△ 3,435,712 

2,488,500 

審査請求

令和3年12月29日-----

部・

の

取

消

し

．． 

裁

肩襄3

（単位：円）

決

令和4年12月14日

棄 却

再
鯛
査
決
定
と
間
額

4,006,000 
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令和元尋分の所得覗攀の瓢覗の縫緯

項 目 確定申 告 更正処分 等

・年月 ．B 法定申告期限内 令和3年 3月 26日--------• 
”（⑦+m0+冑④＋0・+R躙) 1(I 94,539,6i3 95,694，糾6
事•所鴨の彙● ，a L、642,333

゜内
不鵬●肩鴨の彙麟 〇． 118,5師 668,596. 
配 Ill所得の會麟 ！G 1,226,250 1,226,250 

釈

綸与所得の 會 • |̀ -93, 800, 000 93,800,000 

綸 房得の彙●層 37,100 

゜上●●文尋に儡る●●llf"喧 IO 1,260,418 1,260,418 

.l:"”.““""II 130,764 • 130,764 
＂暢櫨戴の●の會tt• |0 7,143,208 7,143,208 

Pの鯖一応R 9I' 87,396,000 88,651,000 
鼻鼠される
胃鼻傘● 〇鯖応分 l≪i 1,260,000 1,,260, 000 

R贄応分 IO 130,000 130,000 

●鯖応'•分 IO 34,532.200 35,061,960 
●所鯖覗鼻す●さるれ●覆鎮る1こ R賃応分

｀ 
189,000 189,000 

〇蜻応分

゜
19, 500_ 19,500 

配 当 檀 饒• 亀 61, 3i2 61,312 

・ 量(O9+ 1 09『+"0 l-覗・冒)＇ 0 34,679,388 35,199, 138 
覆(____IL舅"X 9』所2.1得"厩疇) 亀 728,267 739,181 

外 •II 覆•1!11麟 0 1,826 1¥826 

露鼻置＂覆● ｀ 42, 395, 828_ 42,395,828 

9ぶふによー、?" I~ △ 6,989,999 △ 6,459,335 
過少●曹加算覆の● 0 一 79,500 

．．． ..... ....... ... ．． 
● ● ● • ．．． ．． ． ．．． 

再罵査請求

令和3年 6月 25日----
・・

郭

の

敢

消

し . • 

再調査決定

令和3年 12月 1日

棄 却

・・

• 更
正
処
分
，等
と

間
額

審査請求

令和3年 12月 29日

ヽ

部

の

取

消

し

．． 

ヽ

... ヽ • 9 鬱

裁

肩襄4

（単位 ：円）

決

令和4年 12月 14日

一部取 消 し

＾ 

更
正

雰
と ．

同
額

.. 

65,500 
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別紙２、３ 省略 
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